
★　サポカー等普及推進標語「防ぎたい　うっかり事故は　サポカー・サポカーＳで」
～サポカーとは先進安全技術のうち，衝突被害軽減ブレーキが搭載された車の愛称です～

～サポカーＳとは先進安全技術が搭載された安全運転サポート車の愛称です～

広島県警察本部

交通企画課

平成29年10月

 「まだ行ける」とか「誰も見てないから行こう」などと判断し，赤信号を 

無視したことはありませんか？ 

 それは【心の緩み】です。緩みは徐々に大きくなり，自分勝手な運転へと 

つながり，結果として大事故を起こす原因となります。 

 みずから危険を招くことがないよう，気を引き締めて運転しましょう。 

 また，太陽光や天候の影響で信号が見えにくい場合などは，十分に速度を 

落とすなどして，安全に通行できる状態を確保しましょう。 

心の緩みが大事故につながります！ 

歩行者横断中の事故発生状況と信号無視状況（内数） 

 

罰則･･･３月以下の懲役又は５万円以下の罰金 

違反点数･･･２点 

反則金･･･大型12,000円，普通9,000円，二輪7,000円，原付6,000円 

・ グラフは，歩行者が道路を横断中の事故件数と，車両側に信号無視の違反があった事故 

 の内数です。 

・ 歩行者横断中の事故件数は平成28年にかけて減少しているのに対し，信号無視の違反が 

 があった事故は増加傾向です。 

悪質な違反や 

事故を起こすと 

逮捕される場合 

があります！ 

信号機の信号に従う義務 
(道路交通法7条) 

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

横断中事故 887 780 665 653 587

信号無視 25 16 14 17 21
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青信号でも確実な安全確認を！ 

交差点を通行する際には，信号機の表示にかかわらず， 

 ◎ 交差道路を通行する車両や対向からの右折車両 

 ◎ 道路を横断する歩行者 

などに特に注意しなければならないと定められています。 

信号が青色だとしても気を抜くことなく，必ず安全を確認 

してから進行しましょう。 

交差点の安全進行義務 
(道路交通法36条第4項) 


